
１．会合名 証券化商品に関するワーキング・グループ（第 17回） 

２．日 時 平成 26年２月５日（水）10時 00分～11時 40分 

３．議 案 １.バーゼル銀行監督委「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」

第２次市中協議文書について 

２.今後の証券化ワーキング・グループで取り組むべき課題につい

て 

４．主な内容 １．バーゼル銀行監督委「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」

第２次市中協議文書について 

 平成 25 年 12 月にバーゼル銀行監督委員会より公表された「証

券化商品の資本賦課枠組みの見直し」第２次市中協議文書に関し

て、バーゼル委に対してコメント提出を行うことも視野に入れつ

つ、今後事務局を中心に検討することが了承された。 

 

２．今後の証券化ワーキング・グループで取り組むべき課題につ

いて 

 今後の証券化ワーキング・グループとして取り組むべき課題に

ついて、事務局案の説明の後、議論を行った。 

議論においては、次のような意見が出された。 

・投資家等を対象とした、流通市場の現状やＳＩＲＰの活用状

況に関するアンケート調査及びヒアリングの実施は現実的な

アプローチであると考える。証券化市場の活性化のためにも、

広く意見を聞き対応していくことで、具体的な課題解決が出

来るのではないか。 

・今後の証券化市場の発展に向けて、透明性が高く、開かれた

市場であるということが理想であり、情報開示の充実が重要

になってくる。公募社債形式の発行が多くなれば、このよう

な問題に対応できる部分が多くなると推測するが、私募中心

の市場であるとの現状を踏まえ、可能な部分から対応してい
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くことが重要と考える。 

ワーキング・グループでの議論を受けて、今後取り組むべき当

面の課題として、流通市場の現状やＳＩＲＰの活用実態の調査を

進めることが了承された。また、国際的な規制対応、証券化手法

を活用し得る新たな分野に関する調査・研究や証券化市場の整備

等について、中長期的な課題と位置づけ、継続的に取り組んでい

くことが了承された。 

５．その他  本議事概要は暫定版であり、今後、内容が変更される可能性があ

る。 

６．本件に関す

る問い合わ

せ先 

自主規制本部 公社債・金融商品部（金融商品担当）（０３－３

６６７－８５１６） 
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